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帯広市都市環境部環境室清掃事業課 

 

 

令和 7 年 10 月発行 

この手引きは、市民の良好な居住環境を確保することを目的としたもので、

ごみステーションの設置場所や飛散防止対策等について検討する際の参考とし

てください。 

ごみステーションは、町内会が主体となり、帯広市の設置基準を踏まえて、
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（１）ごみステーションの設置場所は、道路に面した歩道上、道路側端又は私有地になります。 

ただし、次の場所には設置しないでください。 

ごみ収集車が通行できない道路・見通しの悪いカーブした道路・急勾配の道路 

ごみ収集車が方向転換できない袋路状道路 

（２）ごみ収集車が道路交通法に抵触せず安全に作業をするために、交差点・横断歩道付近

等の場所は避けてください。 

（３）ごみステーションは概ね３０ｍ～５０ｍに１か所、空地や公園は避け進行方向の左側

で利用者が管理できる場所に設置してください。 

（４）歩道上又は道路側端上に、ごみステーションに付帯する固定式の設備を設置しないで

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

（１）ごみステーションの新設や場所等を変更する場合は、町内会及び利用する皆様で相談

のうえ、収集を開始する２週間前までに町内会役員を通じて清掃事業課にご連絡くだ

さい。清掃事業課では設置場所が基準に適合するかを含め協議します。 

（２）ごみステーションの設置場所をまわり番制等で変更する場合も、２週間前までにご連

絡ください。（最短でも１年間の周期でお願いします） 

（３）専用のごみステーションを設置している共同住宅の敷地周辺には、町内会のごみステ

ーションの設置は避けてください。 

※新規に建築される共同住宅(４戸以上)については、敷地内に入居者専用のごみステ

ーションを設置するよう指導しています。 

◆連絡がないままごみステーションの新設や変更をされると、収集もれ等の原因とな

りますので必ず事前にご連絡ください。 

  

 

 

 

 

１ ごみステーションの設置基準 

２ ごみステーションの新設・変更 

※Ⓢはごみステーション 

ごみステーションと路線のイメージ図 

は路線と進行方向 

◎冬期間は凍結等で道路が大変滑りやすくなります。 

ごみステーションの場所を決める際には、危険なく安全に

ごみ出しができる場所をご検討ください。 

 

ごみステーションとは、近隣住民がごみ収集日にごみを一時的に集積する場所です。 
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（１）ごみステーションを清潔に保つために、飛散防止ネット・カラスよけサークル等の飛

散防止器材を有効に活用し、ごみの飛散防止に努めてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）飛散防止器材は、ごみ収集後にたたんでいきますが、その場所に置いたままにせず、

利用者の方々で保管・管理してください。また、飛散防止器材の調達や補修も利用し

ている方々で対応していただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

（３）汚れたままのごみステーションでは、見た目や衛生上よくありません。 

市でもごみ収集時には、清潔を保つようにしていますが、ごみステーション付近 

の清掃や除雪等、維持管理は利用者の方々で協力して行うようお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

飛散防止ネット カラスよけサークル 

ネットやカラスよけサークルは少し大きめの物を用意して、おもし等を使

いネットがずれないようにしていただくと効果的です。 

 

固定式ごみボックスを道路に設置するのは危険です。 

固定式ごみボックスを道路（歩道や植樹帯を含む

道路用地）に設置すると、歩行者や自転車、通行

する車両がぶつかる等、けがや重大な事故に繋が

るおそれがあります。 

固定式ボックスを設置する場合は、道路沿いの私

有地に設置していただくようお願いしています。 

３ ごみステーションの飛散防止と管理のお願い 

おもし 

■カラスよけサークルの使い方や作り方は、帯広市のホームページをご覧ください。 

 

コンテナ等が

あると便利 
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（１）普段利用しているごみステーション以外にごみを出さないでください。 

ごみステーションは、それぞれの利用者が管理しているものです。 

他のごみステーションにごみを出すと、そのごみステーションに排出されるごみが多 

くなる等、地域の方々の迷惑になります。 

（２）分別ルールを守り、収集日の朝、午前９時までにごみを出してください。 

ルールを守らずにごみが出された場合、収集できない理由を書いた指導シールを貼っ

てごみステーションに置いていきます。 

ごみ出しの際には、前回出したごみが収集されているかを確認してください。 

（３）大型ごみは、戸別収集となっています。 

大型ごみを出す場合は、大型ごみ受付センターに直接申し込み、収集日の午前９時ま 

でに受付時に指定された排出場所に出してください。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

帯広市都市環境部環境室清掃事業課 

〒０８０－２４６４ 

住所 帯広市西２４条北４丁目１番地 

TEL ０１５５－３７－２３１１ 

FAX ０１５５－３７－２３１３ 

E メール clean@city.obihiro.hokkaido.jp 

URL  https://www.city.obihiro.hokkaido.jp/kurashi/gomi/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ ごみステーションに関わる注意事項 

 

QR コードを読み取り 

帯広市と LINE の 

友だちになるでござる。 

※ごみの分別や収集日等は、帯広市の HP や LINE アプリからも確認することができます。 

大型ごみ受付センター  

電話 ０１５５－６７－５０１０  

FAX ０１５５－３７－２３１３  

■受付時間 月曜日～金曜日午前９時～午後５時まで  

（年末年始、祝日を除く）  

 

携帯電話・ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ 

｡ 

お問い合わせ 

 

燃やさないごみ収集日

のお知らせ機能が 

とても便利よ！ 

ごみ・リサイクルの 
ホームページ 

mailto:clean@city.obihiro.hokkaido.jp
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